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第 ５ 回   熊本県議会  経済環境常任委員会会議記録 

 

令和４年12月19日(月曜日) 

            午前９時58分開議 

            午前10時22分休憩 

午前10時29分開議  

            午前11時16分休憩 

午前11時22分開議 

午前11時53分閉会        

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第１号 令和４年度熊本県一般会計補

正予算(第９号） 

 議案第５号 令和４年度熊本県電気事業会

計補正予算(第１号） 

 議案第７号 専決処分の報告及び承認につ

いてのうち 

 議案第13号 熊本県中小企業融資制度の損

失補償に係る回収納付金を受け取る権

利に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

 議案第15号 財産の取得について 

 議案第16号 財産の取得について 

 議案第33号 指定管理者の指定について 

 議案第34号 指定管理者の指定について 

 議案第35号 指定管理者の指定について 

 議案第44号 令和４年度熊本県一般会計補

正予算(第10号） 

 議案第47号 令和４年度熊本県電気事業会

計補正予算(第２号） 

 議案第48号 令和４年度熊本県工業用水道

事業会計補正予算(第１号） 

 議案第49号 令和４年度熊本県有料駐車場

事業会計補正予算(第１号） 

 閉会中の継続審査事件(所管事務調査）に

ついて 

報告事項 

①水道広域化推進プランの策定に向け

   た取組状況について 

②くまもと半導体産業推進ビジョンの

   策定状況について 

③ＴＳМＣ進出効果を最大化するグラ

   ンドデザインを目指して 

④県民総合運動公園のアクセス改善に

   向けた取組みについて 

   ――――――――――――――― 

出 席 委 員(８人） 

        委 員 長 中 村 亮 彦 

        副委員長 荒 川 知 章 

        委  員 鎌 田   聡 

        委  員 吉 永 和 世 

        委  員 髙 野 洋 介 

        委  員 橋 口 海 平 

        委  員 竹 﨑 和 虎 

        委  員 堤   泰 之 

欠 席 委 員(なし） 

委員外議員(なし） 

―――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 環境生活部 

         部  長 小 原 雅 之 

       政策審議監 横 尾 徹 也 

医 監 山 口 喜久雄 

        環境局長 波 村 多 門 

      県民生活局長 永 江 昌 二 

     環境政策課長 江 橋 倫 明 

     水俣病保健課長 入 田 秀 喜 

     水俣病審査課長 枝 國 智 子 

    環境立県推進課長 吉 澤 和 宏 

      環境保全課長 村 岡 俊 彦 

      自然保護課長 蓑 田 公 彦 

    循環社会推進課長 福 原 彰 宏 

  くらしの安全推進課長 東 田 智 裕 

      消費生活課長 福 永 公 彦           
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男女参画・協働推進課長 板 橋 麻 里 

    人権同和政策課長 鈴   和 幸 

 商工労働部 

部 長 三 輪 孝 之 

政策審議監 

兼商工雇用創生局長 上 田 哲 也 

産業振興局長 内 藤 美 恵 

商工政策課長 津 川 知 博  

商工振興金融課長 篠 田   誠 

 首席審議員 

兼労働雇用創生課長 工 藤 真 裕 

産業支援課長 辻 井 翔 太 

エネルギー政策課長 岡 山 公 明 

企業立地課長 工 藤   晃 

観光戦略部 

部 長 原 山 明 博 

政策審議監 府 高   隆 

観光交流政策課長 久 原 美樹子 

観光企画課長 川 㟢 典 靖 

観光振興課長 石 井 利 幸 

首席審議員     

兼販路拡大ビジネス課長 前 田   隆 

 企業局 

局 長 竹 田 尚 史 

総務経営課長 亀 丸 明 弘 

工務課長 伊 藤 健 二 

労働委員会事務局            

局 長 吉 野 昇 治 

審査調整課長 舟 津 紀 明 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 山 本 さおり 

     政務調査課主幹 近 藤 隆 志 

――――――――――――――― 

  午前９時58分開議 

○中村亮彦委員長 ただいまから第５回経済

環境常任委員会を開会いたします。 

 なお、本日の委員会はインターネット中継

を行っておりますので、委員並びに執行部に

おかれましては、発言内容が聞き取りやすい

ように、マイクに向かって明瞭に発言いただ

きますようお願いします。 

 それでは、本委員会に付託された議案等を

議題とし、これについて審査を行いますが、

今回も、新型コロナウイルス感染症対策とし

て、３密を防ぐため、次第に記載の２つのグ

ループに分けて議案等に関する説明を求める

ことといたしております。 

 まず、環境生活部の議案の審査を行い、休

憩を挟みまして、商工労働部、観光戦略部、

企業局、労働委員会の議案の審査を行いま

す。その後、再度休憩を挟みまして、付託議

案の採択を行います。 

 それでは、環境生活部の議案についての説

明をお願いしますが、説明は、効率よく進め

るために、着座のまま簡潔に行ってくださ

い。 

 それでは、環境生活部長から総括説明を行

い、続いて、担当課長から順次説明をお願い

します。 

 初めに、小原環境生活部長。 

 

○小原環境生活部長 おはようございます。 

 環境生活部の議案等の説明に入ります前

に、３点御報告させていただきます。 

 まず、ゼロカーボンに向けた取組について

でございます。 

 去る10月31日、経済界、消費者団体、環境

団体、教育機関、行政など、県内の66団体の

皆様に参加いただき、ゼロカーボン社会・く

まもと県民会議を新設し、第１回目の会議を

開催いたしました。 

 なお、当日は、県議会を代表して溝口議長

にも出席いただいております。 

 この会議では、地球温暖化やごみ問題、食

品ロスの現状や課題、今後の取組の方向性等

を共有いたしました。 

 今後とも、我々現役世代のためだけではな

く、次の世代にこの豊かな熊本をしっかりと

引き継いでいけるよう、ゼロカーボン社会・



第５回 熊本県議会 経済環境常任委員会会議記録（令和４年12月19日) 

 - 3 - 

くまもとの実現にしっかり取り組んでまいり

ます。 

 次に、人権同和行政に関する新たな取組に

ついて御報告いたします。 

 本県独自の取組として、今年度より、11月

10日から世界人権デーである12月10日までの

１か月間を熊本県人権月間と位置づけ、様々

な啓発活動を集中的に展開いたしました。期

間中は、人権同和問題講演会や性的指向・性

自認に関するシンポジウム、人権フェスティ

バルなどのイベント、パネル展や新聞、ウェ

ブ広告等の各種媒体を活用した啓発などに取

り組みました。 

 また、健康福祉部や観光戦略部の事業、さ

らには、市町村で実施された各種人権啓発事

業も人権月間の取組に位置づけ、多くの県民

の方々が人権について考える機運の醸成を図

りました。 

 来年度以降も、庁内関係部局はもとより、

多くの市町村と連携し、県内全域で啓発に取

り組み、県民の人権意識のさらなる向上に努

めてまいります。 

 次に、水俣病特別措置法に基づく健康調査

について御報告いたします。 

 先週末、国において、水俣病に関する客観

的評価法の研究成果の整理について報告会が

開催されました。その中で、このたびの評価

法を活用した健康調査の在り方について、有

識者の協力を得ながら、さらに検討を進める

旨報告されました。 

 特措法施行から既に長い時間が経過してお

ります。県としましては、国に対してより納

得性の高い健康調査が早期に実施されるよ

う、スピード感を持って検討を進めていただ

くよう求めてまいります。 

 あわせまして、特措法の規定に基づき、県

としても、引き続きできる限りの協力を行っ

てまいります。 

 それでは、環境生活部関係議案の概要につ

きまして御説明いたします。 

 今回提出しております議案は、冒頭提案の

予算関係１件、条例等関係２件、追加提案の

予算関係１件でございます。 

 まず、冒頭提案の第１号議案、令和４年度

熊本県一般会計補正予算でございます。 

 委員会説明資料１ページをお願いいたしま

す。 

 一般会計合計のところに記載のとおり、総

額2,100万円余の増額をお願いしておりま

す。 

 この内容は、物価高騰の影響を受けている

胎児性・小児性水俣病患者支援事業所への支

援や台風14号で被災した自然公園施設の災害

復旧に要する経費などでございます。 

 そのほか、繰越明許費や債務負担行為につ

いてもお諮りしております。 

 次に、条例等関係の第33号議案、第34号議

案でございますが、天草ビジターセンター及

びくまもと県民交流館の指定管理者の指定に

ついてお諮りするものでございます。 

 最後に、追加提案しております第44号議案

の令和４年度熊本県一般会計補正予算でござ

います。 

 別冊の追号分の委員会説明資料１ページを

お願いいたします。 

 本年10月の人事委員会勧告を踏まえた給与

改定により、総額1,000万円余の増額をお願

いしております。 

 このほか、その他報告事項として、水道広

域化推進プランの策定に向けた取組状況につ

いて御報告いたします。 

 詳細につきましては、関係課長が説明いた

しますので、御審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

 

○中村亮彦委員長 続いて、担当課長から順

次説明をお願いします。 

 

○江橋環境政策課長 環境政策課でございま

す。 
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 すみません、お手元の委員会説明資料のう

ち、別冊、12月補正予算(追号分）のほうの

１ページ、環境生活部の令和４年度12月補正

予算総括表を御覧ください。 

 追加提案分に係る補正予算、これは(Ｃ）

の欄でございますけれども、本年10月の人事

委員会勧告を踏まえた給与改定に伴うもので

ございます。 

 今回の改定は、民間給与との格差の解消及

び人材確保の観点等を踏まえ、高卒、大卒程

度の初任給及び若年層の給料月額を引き上げ

るとともに、期末手当及び勤勉手当につきま

して支給月数を0.10月分引き上げるものでご

ざいます。 

 補正額につきましては、環境生活部全体

で、1,009万円余の増額をお願いしておりま

す。 

 なお、この給与改定分の補正につきまして

は、全庁共通の事柄ですので、一括の説明と

させていただき、各所属からの説明は省略さ

せていただきます。 

 説明は以上です。よろしくお願いします。 

 

○入田水俣病保健課長 水俣病保健課でござ

います。 

 説明資料の２ページをお願いいたします。 

 公害保健費で38万円の増額補正をお願いし

ております。 

 これは、説明欄に記載のとおり、水俣病総

合対策事業費で、物価高騰の影響を受ける胎

児性・小児性水俣病患者支援事業所への支援

に要する経費でございます。 

 水俣病保健課は以上でございます。 

 

○枝國水俣病審査課長 水俣病審査課でござ

います。 

 説明資料の３ページをお願いいたします。 

 公害保健費につきまして、1,209万円余の

増額をお願いするものでございます。 

 これは、昨年度の国の事務費交付金の精算

に伴う返納金でございます。 

 認定審査会や検診などの水俣病の認定業務

に必要な経費につきましては、その経費の２

分の１を事務費交付金として国が支給するこ

とになっております。 

 今回の返納金は、昨年度の検診等に係る経

費が、新型コロナ感染防止のため、検診等の

実施を一時見合わせたことなどにより当初の

見込みを下回ったことによるものでございま

す。 

 水俣病審査課は以上です。 

 

○吉澤環境立県推進課長 環境立県推進課で

ございます。 

 資料の４ページをお願いします。 

 繰越明許費でございます。 

 右の事項欄の環境センター運営事業です

が、改修しております高圧受変電設備工事に

ついて、完了が来年度になる可能性がありま

すので、繰越明許費の設定をお願いするもの

でございます。 

 環境立県推進課は以上でございます。 

 

○村岡環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 資料の５ページをお願いします。 

 公害規制費でございますが、差引き合計で

63万円余の減額をお願いしております。 

 右側の説明欄を御覧ください。 

 まず、国庫支出金返納金でございますが、

これは、先に受入れをいたしました令和３年

度環境放射能水準調査事業の国庫支出金につ

きまして、事業費の確定作業が終わりました

ので、その差額40万円余を国に返納するもの

でございます。 

 次に、公害防止指導費でございますが、公

害関係届出等台帳システムの更新について、

落札者の契約辞退により今年度中の更新が不

可能となったことから、今年度分の現行シス

テムの継続使用に係る保守管理経費の増及び
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新システムの賃借費用の減で、差引き100万

円余の減額となるものでございます。 

 なお、本件に係る来年度以降の債務負担行

為の設定につきましては、全庁分の事務機器

賃借等を一括して別途総務常任委員会にお願

いしているところでございます。 

 続きまして、６ページをお願いいたしま

す。 

 繰越明許費の設定でございます。 

 水道施設整備事業につきましては、2,800

万円余の繰越しをお願いしております。 

 この事業は、市町村が実施する水道施設の

耐震化等に対して補助するものですが、一部

の市町村におきまして、必要な資材の調達に

日数を要し、工事完了が翌年度となることが

見込まれるため、繰越明許費の設定をお願い

するものでございます。 

 続きまして、７ページをお願いいたしま

す。 

 債務負担行為といたしまして、令和５年度

に実施する海域水質環境調査業務につきまし

て、限度額1,900万円余の設定をお願いする

ものでございます。 

 この海域水質環境調査業務は、海域の水質

調査において、約50地点の採水検査業務を民

間事業者に委託するものでございます。４月

から年間を通じて行う調査でございますの

で、契約事務等に要する期間を考慮し、債務

負担行為の設定をお願いするものでございま

す。 

 環境保全課は以上でございます。 

 

○蓑田自然保護課長 自然保護課でございま

す。 

 ８ページをお願いいたします。 

 令和４年度12月補正予算の観光施設災害復

旧費でございますが、950万円余の増額を計

上しております。 

 右側説明の欄、自然公園施設等災害復旧事

業でございますが、令和４年９月の台風14号

により被災した自然公園施設を復旧するため

の経費となります。復旧箇所は、阿蘇市の仙

酔峡インフォメーションセンター及び休憩所

と阿蘇市の阿蘇山上公衆トイレの復旧を行う

ものでございます。 

 続きまして、９ページをお願いします。 

 繰越明許費でございますが、観光費１億

1,500万円余、商工災害復旧費950万円余を計

上しております。 

 観光費につきましては、事項の欄、国立公

園における国際化・老朽化対策等整備交付金

事業、国立公園満喫プロジェクト推進事業の

２つの事業で、自然公園施設の整備や改修を

行うものでございますが、資材の入手難など

が見込まれることから、繰越しを計上したも

のでございます。 

 商工災害復旧費につきましては、先ほど説

明しました自然公園施設等災害復旧事業につ

いて計上したものでございます。 

 続きまして、10ページをお願いいたしま

す。 

 債務負担行為でございます。 

 上天草市にあります天草ビジターセンター

につきまして、平成18年度から指定管理者制

度を導入しており、令和４年度末で第６期に

当たる指定管理の期間が終了することから、

新たに令和５年度から令和７年度までの管理

に必要な費用について、1,500万円余の債務

負担を設定するものでございます。 

 これに関連しまして、12ページをお願いい

たします。 

 議案第33号、指定管理者の指定についてで

ございます。 

 ただいま説明しました天草ビジターセンタ

ー管理運営業務の指定管理者につきまして、

その候補者として共同企業体祐和會を選定い

たしましたので、地方自治法の規定により、

指定の承認をお願いするものでございます。

指定の期間につきましては、令和５年４月１

日から令和８年３月31日までの３年間として
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おります。 

 選定の経緯等につきましては、13ページを

お願いいたします。 

 本年８月19日から１か月間、指定管理者の

公募を行い、応募のありました１者の申請内

容につきまして、指定管理候補者選考委員会

において審査がなされました。この選考意見

を踏まえ、県が示しました管理運営方針にも

合致しており、また、３期９年間の管理実績

や新たな取組を計画されている点などを評価

いたしまして、共同企業体祐和會を指定管理

者候補者として選定したものでございます。 

 自然保護課は以上でございます。 

 

○板橋男女参画・協働推進課長 男女参画・

協働推進課でございます。 

 資料の11ページをお願いいたします。 

 債務負担行為でございます。 

 くまもと県民交流館につきましては、平成

22年度から指定管理者制度を導入しておりま

すが、令和４年度末で第３期に当たる指定管

理の期間が終了しますことから、新たに令和

５年度から令和９年度までの管理に必要な費

用について、３億3,004万円余の債務負担を

設定するものでございます。 

 これに関連しまして、資料の15ページをお

願いいたします。 

 議案第34号、指定管理者の指定についてで

ございます。 

 ただいま御説明いたしましたくまもと県民

交流館管理運営業務の指定管理者について、

その候補者としてくまもと県民交流館管理運

営共同企業体を選定いたしましたので、地方

自治法の規定により、指定の承認をお願いす

るものでございます。指定の期間につきまし

ては、令和５年４月１日から令和10年３月31

日までの５年間としております。 

 選定の経緯等につきましては、資料の16、

17ページをお願いいたします。 

 本年８月９日から約５週間、指定管理者の

公募を行い、応募のありました１者の申請内

容について、指定管理候補者選考委員会にお

いて審査を行いました。 

 選考意見では、２期10年間の管理実績があ

り、これまで蓄積したノウハウや経験によ

り、安定的な施設運営が期待できる点などが

評価され、県が示した管理運営方針にも合致

していることから、くまもと県民交流館管理

運営共同企業体を指定管理候補者として選定

したものでございます。 

 説明は以上です。 

 

○中村亮彦委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 なお、質疑は、該当する資料のページ番

号、担当課と事業名を述べてからお願いしま

す。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のままで説明をしてください。 

 それでは、質疑はありませんか。 

 

○鎌田聡委員 議案の中じゃなくて、部長の

説明の中で報告いただいた水俣病の特措法の

関係の健康調査の関係ですね。 

 先週末に、健康調査の在り方の研究成果に

ついて、有識者、環境省のほうから中間報告

的な話があったと思いますけれども、結局、

これで健康調査がやれるという状況までは至

ってないというようなお話だったと思います

けれども、特措法ができて13年間もかかっ

て、健康調査がいまだに実施されないで、私

も何回か議会で話してますけれども、ずっと

手法の開発をやっているという状況で、今年

の秋には、その状況がある程度見えるという

ふうに聞いておりましたが、まだなかなかそ

ういう状況に至っていないということであり

ますが、今後、県としても、早急に――部長

挨拶でございましたスピード感を持ってとい

うことで、これは毎回議会の答弁もこのよう
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な話だったんですけれども、いつまでにこれ

はどうできるか、ある程度めどは立っている

んでしょうか。 

 

○入田水俣病保健課長 水俣病保健課でござ

います。 

 今御質問の時期のめどにつきましてです

が、先週、環境省のほうでも、報告会という

ことで会見をされましたけれども、具体的な

期限までは申し上げることはできないという

ことでございました。ただ、できるだけ速や

かに検討は進めてまいりたいというふうにお

っしゃっておりました。 

 県としても、部長のほうから総括説明あり

ましたとおり、可能な限り早めに検討を進め

ていただいて、より納得性の高い健康調査を

早期に実施していただきたいということで、

申していきたいというふうに考えているとこ

ろです。 

 以上です。 

 

○鎌田聡委員 脳磁計とＭＲＩでやられてお

りますけれども、やっぱりこれも従来まで、

これまでの健康認定審査の検診でも認定され

てきたわけですから、そういった意味での健

康がやっぱり損なわれているという状況は分

かると思うんですよね。これは早めに――も

う13年間も健康調査実施できていない状況

で、ずっとこの開発手法の研究、研究で来

て、脳磁計とＭＲＩでこういう成果が出たわ

けですから、それが私はいいとは思いません

けれども、もうここまで来ていて、あと何を

研究されて延ばしていかれるのか、その辺の

めどが全く見えないので、どうなんです、も

うある程度めどは立っているんでしょう。ま

だ言われないだけなんですかね。 

 

○入田水俣病保健課長 水俣病保健課でござ

います。 

 今後専門的な知見を持った――通常、神経

内科に関する見解を頂いて、これまでの研究

を進めてきたわけなんですが、今後、具体的

に調査に活用するということですので、疫学

的、統計学的な専門家の方々にも意見を取っ

て、具体的にどのような活用方法があるのか

というのを研究されるということでしたの

で、その結果を我々としても注視してまいり

たいというふうに考えております。 

 

○鎌田聡委員 ここで、いつまでどのように

ということは言えないと思いますけれども、

早急に、部長挨拶の中でもありますように、

やっぱりスピード感を持っての検討という

か、実施をぜひ求めていただくように、再度

環境省に強く申し入れてもらいますように。

これは、県も、何か客観的な話になってます

けれども、これは、県もやっぱりきちんと一

緒になってやるべき話ですから、しっかりと

そこを求めていただくように、改めて要望し

ておきますので、お願いします。 

 

○小原環境生活部長 今委員から御指摘ござ

いましたとおり、国に対しては、大臣が交代

されるたびに、知事のほうからも、必ず会っ

て、直接、急いでほしいということを申し上

げてまいっておりますし、我々事務方サイド

でも、環境省のほうには、常に会うたびにそ

のことは申し上げております。なるべく早く

住民健康調査が実施されるように、今後とも

国と一緒になって我々県も必要な支援をする

ようにということで、法律上も書いてござい

ますので、その取組はきちんとやっていきた

いというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○鎌田聡委員 言いましたように、13年間た

ってて、これは、まだできないということ

は、何かわざと先送りしているような、そう

いう印象も与えかねませんので、しっかりと

やられているのであれば、その成果をしっか
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りと今後生かしてもらえるように、再度やっ

ぱり強く要望していただきますように、こち

らを申し入れておきますので、お願いいたし

ます。 

 

○吉永和世委員 関連でいいですか。 

 こうやって、成果じゃありませんけれど

も、ある程度段階的な報告があって、すごく

前に進んでいるんだなというのを実感したわ

けでありますが、できれば、より精度を高め

ていっていただくということがより大事かな

というふうに思いますので、早くやったから

いいということじゃなくて、より精度の高い

ものとして、実際、実行していただくという

ことが、より高いいい結果をもたらすという

ふうに思いますので、そこら辺の要望もしっ

かりと環境省のほうにやっていただきたいな

と思います。 

 

○小原環境生活部長 今吉永委員からもおっ

しゃられたとおり、私の説明の中でも、納得

性の高いということで申し上げさせていただ

きましたが、知事も常々、科学的正当性のあ

るような研究成果とか調査内容じゃないと理

解を得られないということも申しております

し、国に対しても、その旨は、我々として

も、今までも要望してまいりましたし、今後

とも引き続きそのような形で急いで、ただ、

納得性あるいは科学的正当性のあるような健

康調査ができるように求めてまいりたいとい

うふうに考えております。 

 

○中村亮彦委員長 ほかに質疑はございませ

んか。 

 なければ、これで質疑を終了いたします。 

 それでは、説明員の入替えを行いますの

で、ここで約５分間休憩いたします。 

 再開は、10時半からお願いします。 

  午前10時22分休憩 

   ――――――――――――――― 

  午前10時29分開議 

○中村亮彦委員長 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 それでは、本委員会に付託された議案を議

題とし、これについて審査を行いますが、質

疑については、執行部の説明を求めた後に一

括して受けたいと思います。 

 説明については、商工労働部、観光戦略

部、企業局、労働委員会の順で説明をお願い

します。 

 また、本日の委員会はインターネット中継

を行っておりますので、委員並びに執行部に

おかれましては、発言内容が聞き取りやすい

ように、マイクに向かって明瞭に発言いただ

きますようお願いします。 

 それでは、初めに、商工労働部長から総括

説明を行い、続いて、担当課長から順次説明

をお願いします。 

 まず、三輪商工労働部長。 

 

○三輪商工労働部長 おはようございます。

商工労働部でございます。 

 今回提出しております議案の説明に先立ち

まして、11月の管内視察につきまして、執行

部を代表して御礼申し上げます。 

 委員長はじめ委員の皆様には、県立技術短

期大学校などを御視察いただきました。誠に

ありがとうござました。 

 それでは、まず、県内の景気、雇用情勢に

ついて、概略を申し上げます。 

 12月14日に公表されました日銀熊本支店の

金融経済概観では、「熊本県内の景気は、持

ち直している。先行きについては、海外の経

済動向や原材料価格等の上昇、感染症の趨勢

等の影響を注視していく必要がある。」とさ

れております。 

 また、10月の本県の有効求人倍率は1.44倍

で、前月と同水準であり、雇用、所得情勢に

ついても、「改善の動きがみられている」と

されております。 
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 次に、新型コロナウイルス感染症や物価高

騰への対応についてです。 

 新型コロナウイルスについては、10月中旬

以降、新規感染者数が増加傾向となり、第８

波に入ったと考えられる状況となっていま

す。 

 また、物価については、国が公表した10月

の熊本市の生鮮食品を除く消費者物価指数が

前年同月比3.6％となり、８か月連続で上昇

となっています。 

 商工労働部では、引き続き新型コロナや物

価高騰が県内経済に与える影響を注視し、資

金繰り支援や商工団体と連携した伴走支援な

どに取り組みます。また、国の電力・ガス・

食料品等価格高騰重点支援地方交付金を活用

した原油価格高騰の影響を受けた事業者に対

する支援にも取り組み、県内事業者の事業継

続をしっかりと後押ししてまいります。 

 続きまして、くまもと半導体産業推進ビジ

ョンについて、概略を申し上げます。 

 県では、ＴＳＭＣの本県への進出を過去に

例を見ないビッグチャンスと捉え、その決定

直後から半導体産業集積強化推進本部を設置

し、波及効果の最大化と様々な課題解決に向

けた取組を進めてまいりました。 

 商工労働部では、この波及効果を高め、半

導体のみならず、県内産業のさらなる振興と

県全域における経済成長を実現するため、現

在半導体産業推進ビジョンの策定に取り組ん

でいます。 

 詳細は、後ほど担当課長から説明します

が、10月末には有識者懇話会を開催し、目指

す姿及びその実現のための３つの方針等を含

むビジョンの骨子案をお示しし、有識者の皆

様から御意見を頂いたところです。頂いた御

意見を基に方向性を具体化し、今年度中のビ

ジョン策定に向けて取り組んでまいります。 

 それでは、今回提案しております商工労働

部の議案の概要について御説明申し上げま

す。 

 資料の18ページをお開きください。 

 令和４年度12月補正では、補正額(Ｂ）の

欄の下段にございますとおり、一般会計で12

億5,300万円余の増額補正をお願いしており

ます。 

 その内容は、原油価格高騰等の影響を受け

る県内運送業者への支援及び職業訓練事業に

係る国からの補助金の返納に関する経費がご

ざいます。 

 また、高等技術専門校の施設整備等に係る

繰越明許費及び来年度の年間委託契約事務等

に係る債務負担行為についても御提案してお

ります。 

 次に、条例等議案としまして、熊本県中小

企業融資制度の損失補償に係る回収納付金を

受け取る権利に関する条例の一部改正及び財

産の取得２件について御審議をお願いしてお

ります。 

 追加提案につきましては、先に環境生活部

から説明がありましたので、省略させていた

だきます。 

 このほか、報告事項として２件御報告いた

します。 

 以上が今回提出しております議案等の概要

でございますが、詳細につきましては、関係

課長から説明いたしますので、御審議のほど

よろしくお願い申し上げます。 

 

○中村亮彦委員長 続いて、担当課長から順

次説明をお願いします。 

 

○篠田商工振興金融課長 商工振興金融課で

ございます。 

 説明資料の19ページをお願いいたします。 

 中小企業振興費の原油価格高騰等運送事業

者支援事業ですが、この事業は、原油価格高

騰の影響を受けている県内の運送業者に対し

まして、地方創生臨時交付金を財源として補

助を行い、急激な事業環境変化への対応を支

援するものでございます。 
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 続きまして、24ページをお願いいたしま

す。 

 条例の改正でございます。 

 熊本県中小企業融資制度の損失補償に係る

回収納付金を受け取る権利に関する条例の一

部を改正する条例でございます。 

 24ページが改正条例の内容になっておりま

すが、説明のほうは、次の25ページ、条例案

の概要により説明をさせていただきます。 

 まず、この条例について説明をさせていた

だきます。 

 県におきましては、中小企業者の資金繰り

支援として、金融機関と協調して行っており

ます融資制度がございます。その中で、融資

を受けられた企業におかれては、業績が悪く

なり、最終的に返済ができなくなるという状

況に陥る場合がございます。 

 その際、信用保証協会は、企業に代わりま

して金融機関に弁済をする、いわゆる代位弁

済を行いますが、その代位弁済に対しては、

県は信用保証協会に損失補償を行うという仕

組みになっております。 

 通常の場合、信用保証協会は、代位弁済を

した後も、当該企業から債権の回収を行いま

すので、そこから生じます回収金があった場

合、損失補償を行っている県は、信用保証協

会から回収納付金を受け取る権利が発生いた

します。 

 この条例は、県の債権であります回収納付

金を受け取る権利について放棄をする場合に

ついて定めている条例でございます。その条

件につきましては、条文上、限定列挙をして

おります。 

 例えば、中小企業基盤整備機構や整理回収

機構などの支援を受けて、事業再生のための

計画が策定される場合などが当たります。そ

の際、信用保証協会から当該企業に係る債権

の放棄についての申出があり、事業の再生に

資する計画と認められる場合、回収納付金を

受け取る権利を放棄するという内容になって

おります。 

 そこで、25ページの１、条例改正の趣旨で

ございますが、新型コロナウイルス感染症な

どの影響を受けた中小企業者等の事業の再生

や経営者の再チャレンジの支援を行うことを

目的としておりまして、条例の中に新たな条

文を追加するものでございます。 

 ２の改正内容といたしましては、２行目

に、私的整理に関する指針とありますが、こ

れは、今年４月から適用されております中小

企業の事業再生等に関するガイドラインのこ

とになります。 

 今回の改正では、このガイドラインに沿っ

て、弁護士など専門家の支援を受けて策定さ

れます事業再生計画というものを限定列挙し

ている条件の一つに新たに追加をするという

内容になっております。 

 ３の施行期日は、公布の日から施行するも

のです。 

 商工振興金融課は以上でございます。 

 

○工藤労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

ございます。 

 20ページをお願いいたします。 

 12月補正予算について説明させていただき

ます。 

 右の説明欄、国庫支出返納金の認定訓練事

業運営費補助金返納金でございます。 

 民間における職業訓練を促進するため、中

小企業の事業主やその団体等が行う認定訓練

の運営等について助成を行っております。 

 令和元年度事業分より、当補助金における

消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除額を

厚生労働省に報告し、その相当額を国庫に返

納するということになっております。 

 今回の補正は、令和２年度の事業分の仕入

れ控除額を国庫に返納するものでございま

す。 

 21ページをお願いいたします。 

 繰越事業について御説明させていただきま



第５回 熊本県議会 経済環境常任委員会会議記録（令和４年12月19日) 

 - 11 - 

す。 

 １行目の熊本県職業能力開発施設拠点化推

進事業ですが、これは、高等技術専門校の建

物の再整備工事に係る経費でございます。年

度内の完了が困難なことから、繰越しを行う

ものでございます。 

 ２行目の技術短期大学校教育対策事業です

が、これは、建物保全計画に基づき実施する

照明設備改修工事に要する経費でございま

す。長引く半導体不足の影響により、照明器

具の納期遅延が発生しておりまして、年度内

での工事完了が見込めないことから、繰越し

を行うものでございます。 

 22ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の追加について説明させてい

ただきます。 

 １段目のしごと相談・支援センター関係業

務につきましては、求職者等に対する就労支

援のためのキャリアカウンセリング及び生活

相談に関する相談窓口として、ハローワーク

と一体となったワンストップサービスを行っ

ております。これらの業務について、継続し

て相談業務を行う必要があり、契約手続に時

間を要することから、本議会において債務負

担行為を設定するものでございます。 

 ２段目の障がい者特別委託訓練業務でござ

います。 

 これは、身体障害者及び精神障害者を対象

としたＩＴ関連訓練業務を民間事業者に委託

して実施するものです。こちらも年度内に入

校手続を行う必要があることから、本議会に

おいて債務負担行為を設定するものでござい

ます。 

 ３段目の地域無料就労相談窓口関係業務で

ございますが、これは、全広域本部、地域振

興局にジョブカフェ・ブランチを設置して、

地域できめ細やかな就職相談や求人情報の提

供、求人開拓等を実施しております。継続し

て相談業務を実施する必要があるため、契約

事務に要する時間を考慮し、本議会において

債務負担行為を設定するものでございます。 

 労働雇用創生課は以上でございます。 

 

○辻井産業支援課長 産業支援課でございま

す。 

 説明資料の26ページをお願いいたします。 

 第15号議案、財産の取得についてでござい

ます。 

 取得の目的は、熊本県産業技術センターに

おいて、検査機器として使用するためでござ

います。取得する物品は、液体クロマトグラ

フ質量分析計一式、取得の相手方が西川計測

株式会社西九州支店熊本営業所、7,900万円

余の契約を行うものでございます。 

 続きまして、27ページをお願いいたしま

す。 

 第16号議案でございます。 

 先ほどの第15号議案と同様に、財産の取得

を行うものであり、取得の目的は、熊本県産

業技術センターにおいて、検査機器として使

用するためでございます。取得する物品は、

電界放出形走査型電子顕微鏡一式、取得の相

手方が株式会社ジェイ・サイエンス西日本熊

本出張所7,900万円余の契約を行うものでご

ざいます。 

 なお、これら２つの物品は、議決を頂いた

後に本契約を締結し、導入する予定でござい

ます。 

 産業支援課につきましては以上でございま

す。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

○工藤企業立地課長 企業立地課でございま

す。 

 資料の23ページをお願いいたします。 

 繰越明許費でございます。 

 事項欄にございます企業誘致環境整備事業

並びに企業誘致事業でございますが、これら

の事業は、菊陽町から受託しております公共

下水道整備に係る工事費など、下水道関係に
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係る事業でございます。 

 いずれの事業も年度内に完了することが困

難であることから、合わせまして10億6,856

万円を次年度に繰り越すものでございます。 

 企業立地課は以上でございます。 

 

○中村亮彦委員長 次に、観光戦略部長から

総括説明を行い、続いて、担当課長から順次

説明をお願いします。 

 まず、原山観光戦略部長。 

 

○原山観光戦略部長 観光戦略部でございま

す。 

 観光戦略部関係の議案の説明に先立ちまし

て、県内観光の現状について御説明申し上げ

ます。 

 県内の主要39宿泊施設への調査における宿

泊者数を見ますと、旅行助成事業のくまもと

再発見の旅の効果もあり、11月の速報値で

は、感染拡大前の同月に比べマイナス５％ま

で改善するなど、回復傾向にございます。 

 現在実施中の旅行助成事業につきまして

は、12月27日までとなりますが、先般、観光

庁から、新たな行動制限が必要な事態が生じ

ないことを前提に、年明けの１月10日からも

実施する旨発表がありました。これに伴う関

係予算を今定例会に追加提案させていただい

ております。 

 引き続き、旅行需要の喚起を図るととも

に、ポストコロナに対応した施策等にしっか

りと取り組んでまいります。 

 それでは、観光戦略部の議案等の概要につ

いて御説明申し上げます。 

 資料は28ページからとなりますが、まず、

冒頭提案のうち予算関係につきましては、熊

本地震震災ミュージアム中核拠点整備事業に

係る繰越明許費及び観光統計調査等に係る債

務負担行為について御提案しております。 

 また、11月７日に実施いたしましたくまも

と再発見の旅に係る増額補正の専決について

御報告をさせていただきます。 

 加えまして、野外劇場アスペクタの指定管

理者の指定についてお諮りしております。 

 続いて、追加提案につきましては、資料別

冊の３ページからでございますが、人事委員

会勧告を踏まえました給与改定に伴う増額及

び先ほど申し上げました年明け以降の旅行助

成事業に要する増額を合わせまして、合計31

億1,500万円余の増額補正をお願いしており

ます。 

 このほか、その他報告事項として、県民総

合運動公園のアクセス改善に向けた取組につ

いて御報告いたします。 

 詳細につきましては、この後各課長から説

明いたしますので、御審議のほどよろしくお

願い申し上げます。 

 

○中村亮彦委員長 続いて、担当課長から順

次説明をお願いします。 

 

○久原観光交流政策課長 観光交流政策課で

ございます。 

 説明資料28ページをお願いいたします。 

 繰越明許費の設定について御説明いたしま

す。 

 震災ミュージアム中核拠点整備事業につい

て、展示の制作や外構工事などが今年度中に

執行完了できないため、繰越明許費の設定を

お願いするものでございます。 

 現在建設工事とともに、指定管理者の選定

作業も進めているところです。 

 本日より指定管理者の募集受付も開始いた

しました。１月には、外部委員による選定委

員会を予定しており、２月議会において、管

理者の指定について提案する予定としており

ます。 

 今後とも、来年夏のオープンに向け、着実

に準備を進めてまいります。 

 観光交流政策課は以上です。 
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○川㟢観光企画課長 観光企画課でございま

す。 

 説明資料の29ページをお願いします。 

 債務負担行為の設定です。 

 １段目、観光統計パラメータ調査事業でご

ざいます。 

 本調査は、本県における観光客の動向を的

確に捉え、今後の施策展開を行う上での検討

材料とするため、観光庁が定めます全国共通

基準による観光入り込み客の実数、訪問地再

訪意向や観光消費額などについて、県内の主

要な観光地13か所で、対面により聞き取り調

査を行うものでございます。 

 本調査に係る業務を令和５年４月から実施

するために、年度内に委託契約の事務を行う

必要があることから、債務負担行為の設定を

お願いするものでございます。 

 ２段目の野外劇場管理運営業務は、南阿蘇

村にあります熊本県野外劇場アスペクタです

が、令和５年度から９年度までの５年間の施

設運営及び維持管理に要する経費について債

務負担行為の設定をお願いするものでござい

ます。 

 これに関連しまして、33ページをお願いい

たします。 

 議案第35号、指定管理者の指定についてで

す。 

 野外劇場管理運営業務につきまして、アス

ペクタ管理運営共同企業体を指定管理者とし

て、令和５年４月１日から令和10年３月31日

まで指定するものでございます。 

 選定の経緯などについては、次の34ページ

から35ページに記載のとおりでございます。 

 観光企画課は以上です。 

 

○石井観光振興課長 観光振興課でございま

す。 

 説明資料の32ページをお願いします。 

 専決処分の報告及び承認でございます。 

 観光費につきまして、令和４年11月７日

に、専決処分として８億978万円余を増額補

正として予算化させていただいております。 

 これは、新型コロナウイルス感染症により

甚大な影響を受けている観光業界を支援する

ため、観光庁の事業を活用し、全国からの誘

客を図るための県内宿泊、日帰り旅行の割引

助成及び地域限定クーポン券の配布に要する

経費でございます。 

 続きまして、別冊の令和４年度12月補正予

算(追号分）の説明資料の４ページをお願い

いたします。 

 観光費につきまして、31億1,220万円余の

増額補正をお願いしております。 

 こちらは、年明け以降、全国からの誘客を

図るため、実施予定の県内宿泊、日帰り旅行

の割引助成及び地域限定クーポン券の配布に

要する経費でございます。 

 観光庁の発表では、新たな行動制限が必要

な事態が生じないことを前提に、来年１月10

日から割引率を40％から20％に下げるなど、

ソフトランディングを図りながら実施するこ

ととなっております。 

 なお、対象期間については、予算の範囲内

で都道府県において設定することとなってお

りますので、現在実施しております全国旅行

支援、本県の場合、くまもと再発見の旅全国

版の利用実績や他県の動向等を踏まえ、速や

かに設定したいと考えております。 

 観光振興課は以上です。 

 

○前田販路拡大ビジネス課長 販路拡大ビジ

ネス課でございます。 

 説明資料にお戻りいただきまして、30ペー

ジをお願いします。 

 債務負担行為の追加をお願いしておりま

す。 

 伝統工芸館改修事業でございますが、令和

６年度の改修工事に向けまして、来年度、令

和５年度に設計業務委託を実施することとし

ておりますが、入札等事務に時間を要するた
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め、設計業務委託の経費につきまして、本議

会で債務負担行為の設定をお願いするもので

す。 

 販路拡大ビジネス課は以上でございます。 

 

○中村亮彦委員長 次に、企業局長から総括

説明を行い、続いて、担当課長から説明をお

願いいたします。 

 まず、竹田企業局長。 

 

○竹田企業局長 企業局でございます。 

 今回提出しております議案の説明に先立ち

まして、企業局が所管します３つの事業の状

況につきまして御説明申し上げます。 

 まず、電気事業につきましては、緑川第

一、第二発電所のリニューアルの現地工事を

令和２年度から実施していたところですが、

両発電所とも発電機の更新工事が終了し、そ

れぞれ８月と９月から発電を再開いたしまし

た。現在緑川第一発電所構内の舗装工事を行

っており、来年２月に完了予定です。 

 次に、工業用水道事業についてですが、有

明及び八代工業用水道にコンセッション方式

を導入して１年が経過しました。 

 そこで、本年７月に運営事業者へのモニタ

リング調査を実施し、初年度の運営状況につ

いて、適正に行われていることを確認いたし

ました。 

 今後も、工業用水の安定供給と需要開拓に

取り組んでまいります。 

 最後に、有料駐車場事業につきましては、

利用台数は昨年度に比べて増加傾向にありま

すが、いまだコロナ禍前の水準までには回復

していない状況です。 

 引き続き、指定管理者と連携しながら、利

用者サービス向上に取り組んでまいります。 

 また、地域貢献としまして、３年ぶりに開

催されます熊本城マラソンにおいて、大会当

日、駐車スペースの一部を休憩所や更衣室と

して提供することとしております。 

 それでは、本日御審議いただく議案でござ

いますが、冒頭提案分の電気事業会計補正予

算として、債務負担行為の設定４件をお願い

するものです。 

 詳細につきましては、この後、総務経営課

長が説明いたします。 

 また、追加提案分としまして、３つの事業

会計の補正予算がございますが、いずれも人

事委員会勧告を踏まえた給与改定に伴う職員

給与費の増額補正でございます。環境生活部

から説明がありましたとおり、こちらの説明

は省略させていただきます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○中村亮彦委員長 続いて、担当課長から説

明をお願いします。 

 

○亀丸総務経営課長 総務経営課でございま

す。 

 企業局の予算関係議案の内容につきまして

御説明いたします。 

 説明資料の36ページをお願いいたします。 

 今回は、令和５年度以降分の債務負担行為

の設定です。 

 電気事業会計に係る債務負担行為の設定に

ついて御説明いたします。 

 企業局所有施設等管理業務として、発電総

合管理所の建物清掃委託、職員住宅の管理業

務委託、市房第一発電所の昇降機保守点検業

務委託並びに緑川第一発電所及び第二発電所

の昇降機保守点検業務委託の４件でございま

す。 

 いずれも、来年度の４月１日から業務を開

始するため、今年度中に一般競争入札により

契約を締結する必要があることから、今議会

において、限度額1,476万円余の債務負担行

為の設定をお願いするものでございます。 

 説明は、以上でございます。 
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○中村亮彦委員長 以上で執行部の説明が終

わりました。 

 それでは、一括して質疑を受けたいと思い

ます。 

 なお、質疑は、該当する資料のページ番

号、担当課と事業名を述べてからお願いしま

す。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のままで説明をしてください。 

 それでは、質疑はございませんか。 

 

○竹﨑和虎委員 32ページ、観光客誘致対策

費のところなんですが、冒頭、部長さんから

の総括説明の中でも、全国旅行支援事業、こ

の中で、くまもと再発見の旅の効果もあっ

て、大分改善し回復傾向にあるというお話で

ございました。 

 ちょっと伺いたいのが、以前の地域版のと

きは、地域限定クーポンというやつが使用期

間長かったんですよね。全国版になって、宿

泊翌日までですかね、使い損ねたって方も結

構私のところに話が来たりしておるんですけ

れども、その使用率ってどうなっとるか、そ

の地域版のときと全国版になってというのは

分かりますか。 

 

○石井観光振興課長 観光振興課でございま

す。 

 地域クーポン券につきましては、まず、県

民割の際は、事業当初というところからの立

ち上げというのもありまして、利用期間のほ

うを長めに取ったような形で対応しておりま

した。 

 ただ、全国版に当たっては、対象となる地

域、店舗というのも増えてきておりまして、

もう一つが、全国版になった場合に、九州各

県であれば、クーポンを利用できず、熊本県

に再度来ていただくという形で、利用も可能

だと思いますけれども、全国版に拡大になっ

た際は、そういったのはちょっと難しいとい

うことから、旅行期間という形で限定させて

いただいております。 

 ただ、地域クーポン券については、旅行の

期間内で使っていただける方が多いというふ

うに聞いておりますので、そこは円滑に運用

されているものと思っております。 

 以上です。 

 

○竹﨑和虎委員 具体的に、まだどれだけ未

使用分が出たとかは分からないんですか。 

 

○石井観光振興課長 全国版につきまして

は、12月27日までが利用期間になっておりま

す。 

 現在請求等も随時行っていただいておりま

すので、まだそこら辺のデータはそろってお

りませんので、データがそろい次第、またお

知らせしたいと思います。 

 以上です。 

 

○竹﨑和虎委員 使える店舗も拡大されてき

とるという中で、例えば県営駐車場で使わる

っとですか。使用は可能なんですか。企業局

さんがやられておる県営駐車場で、そのクー

ポン券って使えるんですかね。 

 

○亀丸総務経営課長 企業局のほうでは、そ

ういったクーポン券は使用ができないことに

なっております。 

 

○竹﨑和虎委員 それは制度としてできない

ことになっているということなんですか。 

 

○亀丸総務経営課長 クーポン券の性格がち

ょっと企業局のほうでは分かりかねますが、

それが使用できるかどうかは、ちょっとうち

のほうでは分かりません。 

 

○石井観光振興課長 観光振興課でございま

す。 
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 クーポンにつきましては、利用対象につき

まして、ガソリンスタンドとか駐車場とかで

も使えることにはなっておりますので、一定

の駐車場での使用というのは可能になってい

るところでございます。 

 

○竹﨑和虎委員 私、長崎県さんとやっとる

有明航送船組合のほうに参加をさせていただ

いておりまして、熊本に来られた方は、もう

熊本で使わなきゃいけない、長崎に行かれた

方は長崎で使わなきゃいけないということな

んだけれども、フェリーの中だったらどっち

も使えるんですよね。まあぎりぎり制度上認

めていただいてというのがあったんですけれ

ども。やっぱりそこも観光振興策につながっ

ていると私は思っとるし、手を挙げていただ

いたからこそ、利用客も少しは増えたかもし

れぬし、クーポン券を利用されている方もた

くさんいらっしゃるんですよ。 

 ちょっと早めに言えばよかったんですけれ

ども、ぜひ、もう日にちがありませんけれど

も、全国版は補助率が下げられた中でも延長

されますので、よければ、そういったところ

にも使えるほうが、レンタカーで来られる方

もいらっしゃるでしょうから、そういった振

興策につながると思うものですから、そこら

辺検討してはいかがかと思いますが、いかが

でしょうか。 

 

○竹田企業局長 企業局でございます。 

 御指摘ありがとうございます。 

 本来であれば、私どものほうで、その制度

に乗っかって手を挙げるというところをまず

は検討すべきところが、検討できてないとい

うのが正直ございます。 

 あとは、このクーポン券の制度の趣旨とし

ましては、やっぱり民間事業者の方々に多く

買物に来てもらう、要は消費していただくと

いうところが一番だと思います。 

 そこで、我々公営企業として、手を挙げる

べきなのか、民間のほかにも駐車場をやって

らっしゃるところもありますので、そことの

兼ね合いも含めてちょっと検討させていただ

きたいと思っております。 

 以上でございます。 

 

○竹﨑和虎委員 ぜひよろしくお願いをいた

します。 

 それと、１点だけ、ちょっと議案にはない

ので、その他みたいな感じで。 

 商工労働部長さんの冒頭の御挨拶の中に管

内視察の話ございまして、技大のほう伺わせ

ていただいたんですけれども。大きな木が倒

れとったんですよね。あれどうなったんでし

ょうか。 

 

○工藤労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

ございます。 

 視察の際は、大変お世話になりましてあり

がとうございました。 

 また、御指摘のとおり、技術短期大学校内

の立木が、台風の影響で倒れておりまして、

御心配をおかけしまして申し訳ありませんで

した。 

 その点に関しましては、すぐに調査を出し

て、撤去の手続に入ろうということで進めて

おりまして、視察当日は、まだその途中段階

ということでございました。ですので、先週

には撤去は完全に終わりまして、私も確認し

に行きまして、はい、完了しております。 

 時間がかかりました経緯に関しましては、

１本が倒れていたということで、ほかに倒れ

る可能性がある立木がないかとかということ

も併せて調査をしたりしていることで、ちょ

っと時間がかかってしまったということで御

心配をおかけしました。 

 

○竹﨑和虎委員 安心いたしました。皆さん

そうだったと思いますので、御報告いただき

ありがとうございます。 
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 以上です。 

 

○中村亮彦委員長 ほかに質疑ございません

か。 

 

○吉永和世委員 すみません、19ページお願

いいたします。 

 この件に関しては、前議会の常任委員会の

中でも話をさせていただきました。 

 熊本県と言いますと、やはり農林水産物、

また、工業製品等ですね。県内はもちろんで

ありますが、全国に向けて輸送をしていただ

いているところでございまして、そのことに

よって、県民はもちろん、国民の安心、安全

な暮らしの確保ということで、役目を果たし

ていただいている、ある意味なくてはならな

い産業だろうというふうに思います。 

 そのことをしっかりと理解された中で、業

者の方々も頑張っていただいているというふ

うに思いますが、そのような中、この燃油高

騰あるいは物価高騰等で大変苦しんでいる、

全体とは言いませんが、業者の方々がいらっ

しゃるということで、本当は価格転嫁できれ

ばいいんでしょうけれども、それがスムーズ

にいってないということで、大変困っていら

っしゃったということでございまして、その

点踏まえて、前回常任委員会の中で要望させ

ていただいたわけでございますが、今回こう

やって予算をしっかりと組んでいただいたわ

けでございまして、業者の方々も大変喜んで

いらっしゃるというふうに思いますが、本当

に感謝をいたしております。 

 そこで、できれば取り残しがないようにし

っかりと広く対応いただくことが大事かなと

いうふうに思いますし、その対象範囲が非常

にちょっと分かりづらいところもありますの

で、そこは熊ナンバーだったら全て対象とし

ますよとか、何かそういったのがもしあれば

非常に分かりやすいと思うんですけれども、

そこら辺の範囲というか、何かそこら辺ちょ

っと分かりやすく御説明いただければなとい

うふうに思います。 

 

○篠田商工振興金融課長 商工振興金融課で

ございます。 

 範囲としましては、一般的に、トラック協

会に加入されている方が770ぐらいおられま

す。基本的には、そこに、トラック協会にお

願いして今事務を進めたいなというふうに思

っているところでございますので、できるだ

け取りこぼしがないようにというのは、当然

我々も考えているところでございます。 

 あと、トラックともう１つ軽貨物ですね。

軽トラで運送されているところも今回対象に

しておりますので、その辺ほかの県の状況等

も見まして、対象は幅広く取っていきたいな

というふうに思っているところでございま

す。 

 以上でございます。 

 

○吉永和世委員 今答弁を聞いて安心しまし

た。なるべく広く取り残しがないようにしっ

かり対応いただく。そのことが、さっき言い

ましたように、やっぱり作ったはいいが輸送

ができないというのが一番最低な状況だと思

いますので、しっかり消費者の元へ作ったも

のを届ける、そのためのやはり対策だという

ことで、しっかり対応いただければと思いま

す。よろしくお願いします。 

 

○中村亮彦委員長 ほかに質疑はございませ

んか。 

 

○髙野洋介委員 26、27ページに、15号、16

号、液体クロマトグラフ質量分析計一式と電

界放出形走査型電子顕微鏡一式とあります

が、これは何かよく分からぬ名前ですけれど

も、これはどういったものなんですか。 

 

○辻井産業支援課長 御質問ありがとうござ
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います。 

 第15号議案の液体クロマトグラフ質量分析

計、これは創薬系、薬を作る企業だったりと

か化学薬品を作るような企業だったりとかが

使うような分析計というふうになってまし

て、簡単に申しますと、液体物質を分離して

特性を測るというようなものになっておりま

す。 

 もう１つ、16号議案で出させていただいて

おります電界放出形走査型電子顕微鏡という

のは、これは、半導体だったりですとか自動

車だったりとか、製造業が使うことを想定し

ておりまして、簡単に申しますと、そういっ

た金属とかの表面の状況をすごく細かいサイ

ズで測る、見るというようなことができる顕

微鏡というものになってございます。 

 以上です。 

 

○髙野洋介委員 これを購入するに当たっ

て、見積りは取られてますか。 

 

○辻井産業支援課長 適切な方法で見積りも

取らせていただいているものと認識しており

ます。 

 

○髙野洋介委員 例えば、何社見積り取って

ますか。 

 

○辻井産業支援課長 ちょっと今詳細が手元

にないんですが、３社見積りだったりとか、

適切な方法で見積りを取らせていただいてい

ると思っております。 

 

○髙野洋介委員 今後、こういった大型の財

産を取得する場合に、そこら辺まできっちり

我々に報告してもらわないと、予算の執行だ

けでは不透明なところありますので、何社見

積り取って、ここに決めたというようなこと

も、根拠として提出してもらうように、ぜひ

お願いをいたします。 

 あと、これをどういうふうに使うかという

のが非常に大事ですので、ここを、今後我々

にも、委員会の場とは別に大丈夫ですので、

こういった活用をしている、また、こういっ

た成果が出たということを、しっかり報告の

ほうもお願いいたします。 

 以上です。 

 

○辻井産業支援課長 ありがとうございま

す。以後、しっかり御報告させていただけれ

ばと思っておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 

○中村亮彦委員長 ほかに質疑はございませ

んか。 

 

○鎌田聡委員 企業局長の説明の中で、駐車

場ですね。熊本城マラソンのときにスペース

の一部を休憩所や更衣室として提供するとい

うことでお話ございました。非常にありがた

いことだと思いますけれども、その動線を含

めて、ちょっと事故等の関係とか、多分、朝

早くから駐車場を利用する人はいるのか、い

ないのか、分かりませんけれども、もしかし

たらマラソン参加者が車入れてそのまま着替

えてということも考えられますので、ちょっ

と具体的にどのように提供しようと考えられ

ているのか、教えていただいてよろしいでし

ょうか。 

 

○亀丸総務経営課長 企業局でございます。 

 今回３年ぶりに、熊本城マラソンに対して

企業局の駐車場のほうを休憩所とそれから更

衣室という形で御提供をしようということに

しておりまして、１階と２階をそれぞれ使う

ことになっておりますが、１階をどなたでも

使える休憩所、それから２階のほうを男女別

に分かれた更衣所という形で提供させていた

だきます。 

 その際、委員御心配の交通事故とかの影響
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が考えられますので、しっかりそこの部分は

完全に区分けを考えておりまして、事故に 

――車が通るところには設置しないような形

で、完全にブロック分けを考えているところ

でございます。 

 

○鎌田聡委員 多分きちんとされる予定だと

思いますけれども、１階と２階は車通ってく

るところだけんですね、その辺をちょっと心

配しておりますので、やっぱりしっかりと人

が出てこないような対策と、この際どうでし

ょうか、あんまり車が――駐車場利用者がい

るのかどうかもちょっと分かりませんけれど

も、あと、上のほうの階もありますので、そ

ういったところも活用しながら、安全対策で

すね。せっかく地域貢献策ってやられるんで

すから、喜ばれるように、事故ないように、

きちんとその辺の区分けしていただくように

お願いしときます。 

 

○亀丸総務経営課長 御意見ありがとうござ

いました。しっかりと安全対策を取って、事

業を施行したいと思っております。 

 

○中村亮彦委員長 ほかに質疑はございませ

んか。 

 

○堤泰之委員 商工振興金融課さんにちょっ

とお尋ねですが、24ページですね。 

 こちらのほうに中小企業の回収納付金の放

棄というものがありましたけれども、こちら

の基準というか、大体どういったものを放棄

の基準にするかという定めというものは想定

していらっしゃるでしょうか。 

 

○篠田商工振興金融課長 ここは、県の中小

企業融資制度と条例の名前がなっておりまし

て、県の融資制度がございますので、そこの

融資制度の中からということになります。 

 

○堤泰之委員 その範疇の中ですか。 

 

○篠田商工振興金融課長 そういうことで

す。 

 

○堤泰之委員 はい、分かりました。 

 金融機関のほうも絡むことだと思いますの

で、有効に、やはり再チャレンジって非常に

必要なことだと思いますので、そちらのほう

につながるようにしっかり見ていただければ

と思います。 

 以上です。 

 

○篠田商工振興金融課長 国のほうも、経済

対策も含めて、この資金繰りの支援と、もう

１つが、中小企業支援としては、この事業再

生、再チャレンジ支援というのが２つの柱に

なっておりますので、県としても、十分、商

工団体等と連携してやっていきたいというふ

うに思っているところでございます。 

 

○中村亮彦委員長 ほかに質疑はございませ

んか。 

 

○吉永和世委員 28ページ、熊本地震震災ミ

ュージアムでございますが、いよいよスター

トするのかなというふうに思いました。 

 この施設は、熊本地震の歴史を後世にしっ

かり引き継いでいく、また、熊本県のある意

味観光資源として今後活用していくというこ

とで、非常に果たす役割というのは大変大き

なものがあるんだろうというふうに思いま

す。 

 そういった中で、今回指定管理者を募集さ

れるということでございますが、その指定管

理者がしっかりそこら辺を理解してやってい

ただくことが大事だというふうに思うんです

が、その選定に当たって、やっぱりしっかり

やっていただくことだと思いますが、そこら

辺しっかり考えてらっしゃると思うんですけ
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れども、やはりこういったところが大きなポ

イントだというのがあれば、ぜひ教えていた

だきたいなと思います。 

 

○久原観光交流政策課長 観光交流政策課で

ございます。 

 御指摘の指定管理者の選定に当たっての考

えですけれども、まず、公募を出す際の公募

の方針を決めさせていただいたときに、中身

をかなり、震災の記憶の伝承や後世への継承

みたいなところをきちんとやれるような形で

の運営ということで、まずは、そういった専

門の知識があるような方、学芸員等という表

現をしておりますけれども、そういった方を

置いて、きちんと教育ができるようにという

ようなことを入れさせていただいておりま

す。 

 また、あの土地が旧東海大学の跡地という

こともございまして、あの土地に東海大学の

農場とそれから県民牧場も後々に開業される

ということで、そういったあの土地を生かし

た今後の展開、阿蘇全体を含めた自然との共

生、そういったところも含めたような提案を

お願いできないかというようなものも入れて

おります。 

 当然ながら、指定管理者でございますの

で、民間のノウハウを頂くということで、入

館者のサービス、混雑しない工夫であると

か、お待たせしないサービス、飽きさせない

展開、そういったものもお願いしたいと思い

ますし、当然ながら、民間ならではの効率的

な経費的な意味での運営というようなものも

入れていただくというようなことで、募集の

公募方針を決めさせていただいております。 

 現在12月の２日に現地説明会を行いまし

て、11の企業の方に参加をいただいておりま

す。非常に関心を持っていただいている結果

かなというふうに思っております。いろんな

民間の方のノウハウを取り入れながら、委員

おっしゃったとおり、いいものに仕上げてい

ければと思っております。 

 以上です。 

 

○吉永和世委員 しっかりと準備いただい

て、しっかりスタートできるように、最後ま

で御尽力いただきたいと思いますし、その後

もしっかりといい成果が出るように、引き続

き傾注していただければというふうに思いま

すし、我々もしっかりと見ていきたいなとい

うふうに思いますので、よろしくお願いした

いと思います。 

 

○中村亮彦委員長 ほかに質疑ございません

か。 

   （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○中村亮彦委員長 なければ、以上で質疑を

終了いたします。 

 それでは、説明員の入替えを行いますの

で、ここで約５分間休憩をいたします。 

 再開は、11時20分からといたします。 

  午前11時16分休憩 

   ――――――――――――――― 

  午前11時22分開議 

○中村亮彦委員長 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 それでは、ただいまから、本委員会に付託

されました議案第１号、第５号、第７号、第

13号、第15号、第16号、第33号、第34号、第

35号、第44号及び第47号から第49号までにつ

いて、一括して採決したいと思いますが、御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○中村亮彦委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第１号外12件について、原案のとおり

可決または承認することに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○中村亮彦委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外12件は、原案のとおり
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可決または承認することに決定をいたしまし

た。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りをいたします。 

 議事次第に記載の事項について、閉会中も

継続審査することを議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

   （「はい」と呼ぶ者あり) 

○中村亮彦委員長 御異議なしと認め、その

ように取り計らいます。 

 私は少し席を外しますので、これからの進

行は、荒川副委員長にお願いしたいと思いま

す。 

   （中村亮彦委員長退席) 

 

○荒川知章副委員長 次に、その他に入りま

す。 

 執行部から報告の申出が４件あっておりま

す。 

 まず、報告について、執行部の説明を求め

た後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 それでは、報告をお願いします。 

 

○村岡環境保全課長 環境保全課でございま

す。 

 １ページをお願いいたします。 

 水道広域化推進プランの策定に向けた取組

状況についてでございます。 

 まず、１、プラン策定の背景についてです

が、市町村及び一部事務組合が行う水道事業

は、独立採算が前提となる公営企業として運

営されており、今後の人口減少に伴う料金収

入の減少などにより、経営環境が急速に厳し

くなることが見込まれています。 

 次に、２、国からの要請内容についてです

が、国は、水道事業の経営基盤の強化を図る

観点から、都道府県に対し、今年度末まで

に、水道広域化推進プランを策定、公表する

よう要請しているところです。 

 次に、３、県におけるこれまでの取組につ

いてですが、水道事業の広域連携について

は、平成30年度に県内を６地域に区分し――

６地域は、裏面にございます。地域ごとに、

県及び市町村等で構成する協議会を設置し、

検討を進めてまいりました。 

 また、プラン策定に向けては、令和３年度

から水道事業の現状分析や将来分析、広域化

シミュレーション等の作業を行っており、現

在これらを踏まえ、今後の広域化に係る全県

的な推進方針について、市町村等と協議を進

めているところです。 

 次に、４、プランの方向性についてです

が、本県では、水道事業の約８割を地下水が

占め、水質も良好であるため、比較的簡易な

浄化施設が多く、施設の統廃合については、

新たに必要となる水道管の敷設費用等を考慮

すると、経済的な効果を見込むことが難しい

状況となっております。 

 このような状況から、市町村等とは、施設

の管理業務の共同委託や料金管理システムの

共同化などのソフト面を中心に協議を進めて

おり、また、経営統合についても、中長期的

な課題として、検討、協議を行っているとこ

ろです。 

 最後に、５、今後のスケジュールについて

ですが、12月下旬までに、市町村等とプラン

案について協議した上で、パブリックコメン

トを予定しています。 

 最終的なプラン案の概要につきましては、

３月の本委員会に報告させていただき、年度

内の策定、公表を予定しております。 

 なお、本日のこの内容につきましては、本

委員会のほかに、地域対策特別委員会及び総

務常任委員会において、市町村課のほうから

報告させていただいておりますことを申し添

えます。 

 環境保全課は以上です。 

 

○辻井産業支援課長 産業支援課でございま

す。 
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 別冊資料の中にありますくまもと半導体産

業推進ビジョンの策定状況についてをお願い

します。 

 １ページをお願いします。 

 ＴＳＭＣの熊本進出を契機に、半導体のみ

ならず、県内産業のさらなる振興と県下全域

における県経済の成長を実現するため、今後

の産業振興施策の方針となるくまもと半導体

産業推進ビジョンを令和４年度中に策定する

こととしております。 

 今年４月から、関連企業や市町村等へのヒ

アリングや調査を通じ、国内外の半導体産業

の動向や県内企業の状況についての分析等を

行いながら、現在鋭意策定作業を進めている

ところでございます。 

 また、ビジョン策定に当たっては、世界的

な半導体製造装置メーカーである東京エレク

トロンの元会長の東哲郎氏、東京大学の黒田

教授、平田機工の平田社長など、世界トップ

レベルの有識者による懇話会を設置し、世界

の潮流・マーケットを踏まえた内容を作成す

ることとしており、去る10月31日に第１回有

識者懇話会を開催し、ビジョンの骨子案につ

いて、多数の御意見をいただきました。 

 次のページをお願いします。 

 こちらが半導体ビジョンの骨子案となりま

す。 

 第１章、ビジョン策定の趣旨のとおり、計

画期間は、令和５年度から令和14年度までの

10年間を予定しております。 

 第２章では、半導体産業を取り巻く環境の

変化と本県における現状と課題を記載するこ

ととしています。 

 第３章のとおり、半導体インフラを支え、

挑戦し続ける熊本を目指す姿として設定させ

ていただいております。 

 これらの具体的な取組の方向性としまして

は、第４章のとおり、方針１、半導体サプラ

イチェーンの強靱化、方針２、安定した半導

体人材の確保、育成、方針３、半導体イノベ

ーション・エコシステムの構築という３つの

方針を軸に構成することとしております。 

 今後、来年２月に第２回の有識者会議を開

催し、年度内にビジョンの策定を終えるとい

うことを予定しております。頂いた御意見等

を踏まえながら検討を進め、県民の皆様にも

分かりやすいビジョン策定に向けて取り組ん

でまいります。 

 産業支援課からの報告は、以上でございま

す。 

 

○工藤企業立地課長 企業立地課でございま

す。 

 報告資料③をお願いいたします。 

 髙木議員の一般質問において、知事が答弁

したところでございますが、ＴＳＭＣ進出効

果を最大化するグランドデザインを目指した

取組について御説明いたします。 

 まず、１、農振除外を伴う土地利用調整へ

の対応についてでございます。 

 ＴＳＭＣの進出を契機に、半導体関連企業

の進出意欲が高まっており、それに対応する

用地の迅速な確保が求められております。 

 一方、周辺地域には優良農地が多く、農地

を確保していくことも重要です。 

 このため、農業と工業のバランスを取りな

がら、限りある土地をいかに有効に活用して

いくかが喫緊の課題となっております。 

 右側の対応方針をお願いいたします。 

 農業振興との両立を図りつつ、企業進出や

それに伴う住宅団地の整備を迅速かつ円滑に

進めるため、意欲的に土地利用調整に取り組

む市町村が、農村産業法等の特例法を活用し

て、基盤整備が行われていない農用地等に企

業や住宅を集約、誘導できるよう支援してい

きたいと思っております。 

 具体的には、庁内に半導体拠点推進調整会

議を年内に設置し、市町村に特例法の活用を

働きかけるとともに、各種の法令手続を含め

た相談調整を一元的に受け付け、必要な助言
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を行います。 

 さらに、農振除外と併せて、市街化調整区

域における地区計画など、ほかの法令の手続

を並行して進めるなど、集中的に市町村を支

援し、手続のスピードアップを図ります。 

 あわせて、市町村の関係職員を対象に、特

例法の活用や手続期間短縮のための研修会を

開催するなど、市町村の取組を積極的に支援

します。 

 次に、２、県内全域への効果波及に向けた

対応についてです。 

 ＴＳＭＣの進出効果を県内全域に波及させ

ていくため、市町村の期待や懸念、取り組み

たい施策等について、全市町村と年明けから

意見交換を行ってまいります。 

 なお、この内容につきましては、総務、農

林水産、建設の各常任委員会におきまして

も、担当課から御説明しております。 

 以上でございます。 

 

○川㟢観光企画課長 観光企画課でございま

す。 

 報告資料４をお願いいたします。 

 松田議員の一般質問において、知事が各常

任委員会で御報告すると答弁しました県民総

合運動公園のアクセス改善に向けた取組につ

いて御報告いたします。 

 まず、現状、課題ですが、県民総合運動公

園は、公共交通による交通アクセス手段が乏

しいため、自動車によるアクセスが中心にな

っている状況です。 

 今回、空港アクセス鉄道のルートの見直し

により、三里木ルートで期待されていた運動

公園アクセス改善への対応が必要となったこ

と、また、ロアッソホームゲームにおいて渋

滞が発生したことなど、喫緊の課題と認識を

しております。 

 次に、基本的な考え方ですが、これまで、

渋滞対策については、基本的にイベント主催

者に対応を求めてきておりましたが、今後

は、県民総合運動公園を設置、管理している

県が主体的に対応することといたします。 

 対応の方向性です。 

 運動公園アクセス改善に向け、全庁を挙げ

て取り組む支援体制の構築や利用者数に応じ

た対応策のパッケージ化、その効果を検証し

ながら取り得る対応策の随時アップグレード

及び主催者等調整会議の設置、開催により、

対応策を強化してまいります。 

 具体的な対応策案です。 

 まず、ハード対策では、シャトルバスのス

ムーズな運用に向けたバスベイの改修を行う

とともに、送迎車両乗降所の設置検討を行い

ます。 

 次に、利用者数に応じた対応パッケージと

して、公園利用者数が4,000人以上となる場

合においては、まずは、駐車場対策として、

公園内の調整池などの施設の臨時駐車場とし

ての活用や、出庫時の円滑化を図るためのメ

イン駐車場からの臨時退出ルートの設置を行

います。これは、後ほど図面で御説明させて

いただきます。 

 また、自家用車利用の抑制に向け、ロアッ

ソの試合を含むイベント時には、観客数の見

込みに応じて、シャトルバスの運行やパー

ク・アンド・ライドの実施規模を設定し、そ

の実施に対して、イベント主催者への支援を

行ってまいります。さらに、徒歩、自転車利

用者に対しては、割引券の導入などのインセ

ンティブの検討を行ってまいります。 

 このような取組をパッケージ化して行い、

何が効果的なのかを検証することとしており

ます。 

 まずは、来年２月末頃の開催が予想されま

すロアッソ開幕戦などのイベントで実証実験

を行いながら、効果や課題を検証し、よりよ

い対策ができるよう取り組んでまいります。 

 次のページをお願いいたします。 

 県民総合運動公園の地図になります。 

 地図上で、ハード面での対応策と駐車場対
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策を御説明いたします。 

 ページ真ん中の凡例の一番下に記載してお

ります赤の二重線で、熊本県が実施する対応

策を記載しております。 

 まず、主な施設の位置ですが、図中の右下

の白抜きの施設がパークドーム、その左下に

えがお健康スタジアムがあり、その間を国体

道路南北線が通っております。 

 ハード面での対応策です。 

 シャトルバスのスムーズな運用などに対応

するため、えがお健康スタジアムとパークド

ームとの間にある既存のバスベイを延伸する

改修及びパークドーム北側に送迎車両の乗降

所の設置検討を行います。 

 次に、国体道路南北線沿いにありますメイ

ン駐車場ですが、メイン駐車場からの出庫時

における混雑を回避するため、園路を利用

し、東から西に出る退出路を追加設置するこ

とにより、駐車場からの退出の円滑化に取り

組みます。さらに、利用者数に応じ、多目的

グラウンドの公園施設を臨時駐車場として活

用することとします。 

 このような取組を行うこととしますが、今

御説明いたしました対応案は、あくまでも現

時点で考えられる案を整理したものでござい

ます。 

 例えば、駐車場対策を行っても周辺道路で

渋滞が発生することがあります。また、臨時

駐車場についても、関係者用駐車場として既

に一部利用されているため、予定しているほ

ど一般観客用に台数が確保できないこともご

ざいます。 

 このため、何が問題なのか検証を行い、効

果的な対応策をアップグレードしていくこと

で渋滞を抑制し、スムーズに集客できる体制

を構築してまいりたいと考えております。 

 観光企画課は以上でございます。 

 

○荒川知章副委員長 以上で執行部の報告が

終わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。質疑はありませんか。 

 

○橋口海平委員 このくまもと半導体産業推

進ビジョンの策定状況についてちょっとお伺

いします。 

 このＴＳＭＣの半導体のビジョンなんです

が、説明の中で、半導体のみならず、県内産

業のさらなる振興というのがありました。こ

れは、多分部長の一番最初の挨拶でもあった

んですが、この骨子案を見ると、そこの部分

がなかなか見えてこないなという気がしてお

ります。そこのところを、ここにどういうふ

うに今から――骨子案、まだ案の状況だと思

うので、どんなふうに入れていくつもりなの

か、そういうお考えもお聞きしたいと思いま

す。 

 

○辻井産業支援課長 ありがとうございま

す。今のところ、骨子案の方針３というとこ

ろに少し芽出しをさせていただいているとこ

ろでございます。 

 方針３―１にございます半導体出口産業と

のマッチング機会の確保、これは、半導体を

作る産業だけではなく、半導体を使う産業

側、例えば、自動車産業ですとかライフサイ

エンス分野、もうちょっと大きいもので、場

合によっては、航空機ですとかそういった出

口産業と半導体産業をつなげていくというよ

うな、そういったマッチングの機会ですと

か、あとは、３―４に書いてございますオー

プンイノベーションプログラムの推進という

ふうにございます。 

 例えば、有名な大きい半導体製造機器メー

カーの東京エレクトロンさんみたいなところ

でも、半導体産業のみならず、ライフサイエ

ンスだとかロボットだとか、そういったとこ

ろに積極的に投資を行うコーポレートベンチ

ャーキャピタルも持っていらっしゃったりし

ます。 

 こういった半導体産業、しっかりここをま
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ず育てていくということが大事でございます

が、他業種とも連携した取組というのも新た

に熊本で行っていけたらいいかなというふう

に考えている次第であります。 

 

○橋口海平委員 ぜひ頑張っていただきたい

と思っております。なかなか、異業種と連携

するというような発言あったんですが、異業

種の方から、我々に関係ないもんというよう

なことが結構聞かれるので、そこをどういう

ふうにやっぱり県内の産業振興につなげてい

くかというのは、とても大事なところだと思

いますので、ぜひ、そこの部分もよろしくお

願いします。 

 以上です。 

 

○荒川知章副委員長 ほかに質疑はありませ

んか。 

 

○鎌田聡委員 運動公園の御説明をいただき

ました。 

 これから、いつまでどうするというのがよ

く分からないんですけれども、来春のロアッ

ソ開幕戦で実証検証ということですけれど

も、今日熊日にも書いてございましたが、駐

車場を結局550台増やしても、来年度以降の

木工団地の300台ですか、あれがもう使えな

くなるということになれば、マイナスの300

台ですから、また550増やしても、もう550増

えないというような状況がありますので、非

常に抜本的な改善策にはなかなかつながらな

いのではないかという、私も、そういう意

見、考えを持ってますが、これ以外の対策と

いうのは、何か考え――極端に言えば、別の

ところに駐車場を求めるとか、新たにやっぱ

り借りていかないと、これだけじゃなかなか

台数的に厳しいんじゃないかと思いますけれ

ども、その辺はもう織り込み済みなんでしょ

うか。 

 

○川㟢観光企画課長 観光企画課でございま

す。 

 抜本的な改善につながらないのではないか

ということと、駐車場の新たな増設とかいう

のですけれども、なかなか、駐車場確保に

は、やっぱり用地の手当てとか、ちょっと時

間を要しますので、これはちょっと長期的な

課題かなというふうに認識しています。 

 当面、この臨時駐車場の追加、あるいはパ

ーク・アンド・バスライド、今これは、戸島

からパーク・アンド・バスライドで駐車場に

止めていただいて、バスで運んでおりますけ

れども、大体戸島が1,000台近い駐車場の台

数がございます。こちらにロアッソの試合で

利用された方たちが最大で700台程度、まだ

残り300台程度余裕があるといったような状

況です。 

 今後、こういったパーク・アンド・バスラ

イドの利用促進とかいうのを、今回のその次

の２月末にある開幕戦などでしっかり検証し

ながら、当面の対策としてしっかりやってい

ければなというふうに考えております。 

 

○鎌田聡委員 でき得る対応は全部やっても

らわないと、これはかなり、それでも厳しい

んじゃないかなという懸念をいたしておりま

すし、先ほど言いましたように、結局、駐車

場を増やしても、減る部分も出てくるという

ことになれば、そう大きな効果が出せるかど

うかというのも非常に問題だろうと思ってお

りますので、これは、いずれにしても全庁的

にやられるということでありますが、いろん

な課がまたがっておりまして、ここでいろい

ろ議論しても、なかなかそれで改善できるか

どうか分かりませんけれども、やっぱりどこ

かでまとめてきちんとこの改善策を講じてい

く、これだけじゃなくて、いわゆるこの場所

でいいのかも含めて、そういった検討も、や

っぱりこれはどこかが中心となってやってい

かなきゃならないと思いますけれども、やっ



第５回 熊本県議会 経済環境常任委員会会議記録（令和４年12月19日) 

 - 26 - 

ぱり今のまま各課、この４課ぐらいですか。

このままこういう体制でやっていくんです

か。これは。 

 

○川㟢観光企画課長 今のところ、アクセス

改善対策ということで、４課で今議論をして

いるところです。今のところ４課での対応と

いうところです。 

 

○鎌田聡委員 今のところは分かりますけれ

ども、ただ、今、この４課体制ではなかなか

これは進まないと思いますから、やっぱりど

こかがきちんと――どこかというか、もうき

ちんと誰かが責任あるところでこれはやっぱ

り進めていかないと、多分同じような議論を

また繰り返して、また違った付け足しみたい

な改善策を講じなきゃならない事態になると

思いますから、やっぱりどこかがきちんと責

任あるところでやっていただくようなことを

進めていただくように、課長に言っても難し

いと思いますけれども、それでぜひよろしく

お願いしときたいと思います。 

 

○荒川知章副委員長 ほかに質疑は。 

 

○髙野洋介委員 そもそもこの観光戦略部が

この中に入っているという理屈をまず教えて

ください。 

 

○川㟢観光企画課長 観光企画課でございま

す。 

 観光企画課は、スポーツを通じた交流人口

の拡大、それとプロスポーツチームの支援、

スポーツコミッションといった所管をしてお

ります。 

 まず、交流人口の拡大という視点から、多

くのお客さんに、その渋滞に巻き込まれて嫌

な思いをされないように、多くの方にさらに

熊本にお越しいただくというような施策を打

つということで、私どもがこの中に入ってお

ります。 

 

○髙野洋介委員 だと思います。ただ、非常

に薄いんですよね。この４課の中での立ち位

置というのが、観光戦略部は非常に薄いと思

っています。というのが、周りの土地は土木

じゃないですか。都市計画も土木、そこの運

動公園の管理自体は体育保健課、で、ハード

的なやつは全部向こうなんですよ。こっちは

ハード的なものは一切なくて、そこで皆さん

方が駐車場を増やしてほしいとかというの

は、少し薄くなるんですよ。 

 ただ、皆さん方は、一番現状は分かってら

っしゃると思います。ですから、逆に皆様方

からのスタンスは、土木とか教育委員会に対

して、もっとこうしてほしい、ああしてほし

いというのをどんどん言える立場ではあると

思うんですよ。 

 それを踏まえて、私が話をしますが、ま

ず、この臨時の現在の投てき場とかパークド

ーム調整池とかは、ほとんどこれは使わせな

いじゃないですか。一般の人にはほとんど使

わせません。入れもしません。で、臨時の追

加の分が、この間の特別委員会でも言いまし

たけれども、あまりにも距離があって使い勝

手が悪い。ちょっと体が悪かったり、子供と

かは非常に不便なところにあります。まず、

そこも本当話にならないぐらいのレベルの話

だと思います。 

 ですから、そもそももう皆さん方は一番分

かってるじゃないですか。構造的にまず、こ

この場所がよくない、今のつくりだったら。

だったら、このメイン駐車場を立体にすると

か、そういう前向きな検討もしないと、今度

のロアッソの開幕戦で試しますというたら、

そこまでの大規模イベント、また、小規模イ

ベントのいっぱい入った中で、トータルで大

規模イベントになったときに、何の対応もな

いんですよ。検討もしないということなんで

すよ。じゃなくて、皆さん本当は頭がいいか
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ら分かってるんですよ、これまでの経験の蓄

積がありますので。ですから、もうちょっと

前向きに考えていかないと、この問題は絶対

解決しないと思ってます。ですから、周りの

用地がどれだけあるのかというのも、きちん

と皆さん方で頭入れて検討しないと解決しな

いと思います。 

 あと、パークドームの駐車場、私、土曜日

行きましたけれども、非常に狭い。一台一台

が非常に狭い。車開けたら多分隣の車はぶつ

かりますよ。そういうのも含めて、本当に検

討してください。 

 私は、この運動公園に対してもうちょっと

皆さん方の真剣さが伝わってこないので、せ

っかく今後こうやってやるんだったら、真剣

にそれぞれの立場で問題点を洗い出して、県

庁全体でやるなら議会側もやっぱり全体とし

て考える必要があると思いますので、パー

ク・アンド・ライドとかそういうのも検討は

いいんですが、片や、こっちでお金払ってパ

ーク・アンド・ライドで行く、こっちはお金

払わずに止める、この不公平感も当然出てく

るというのもきちんと考えてほしいし、パー

クドーム駐車場欲しかった人が、利用者がパ

ークドームに止められずに違うところに行っ

たら、またそれはそれで別の問題になります

ので、そういったことも総合的にもうちょっ

と考えてください。多分、答弁できたらいい

んですけれども、部長から何かありますか。 

 

○原山観光戦略部長 今の御意見をしっかり

受け止めさせていただきたいと思います。 

 現時点では、先ほど申し上げましたような

４課で、今のところできる知恵を出し合っ

て、今対策をまとめているところでございま

すので、まずはちょっとそれをさせていただ

きたいというのがございますけれども、今

後、この委員会でも御意見いただきました

し、高特とか、それぞれの委員会で様々御意

見いただいておりますので、それも踏まえつ

つ、さらなる対策、どうできるか、検討を進

めていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○髙野洋介委員 分かりました。これだけ言

っても、別に多分冷たい答弁しか来ないの

で、いいんですけれども、まず、入り口、出

口が少な過ぎます、そもそも。駐車場も足り

ない。これがまず原因ですよ。渋滞はしよう

がないですよ、その集中的な渋滞は。けど、

入り口、出口があまりにもお粗末なので、こ

ういう状態になっているので、そこを踏まえ

て、今後しっかり検討してください。要望で

いいです。 

 

○荒川知章副委員長 ほかに質疑はありませ

んか。 

 なければ、これで報告に対する質疑を終了

します。 

   （中村亮彦委員長着席) 

 

○中村亮彦委員長 次に、その他に入ります

が、ここで私のほうから１つ御提案がござい

ます。 

 さらなる委員会活動の活性化に向けた取組

の一つとして、平成27年度から、常任委員会

ごとに１年間の常任委員会としての取組の成

果を、２月定例会終了後に県議会のホームペ

ージで公表することとしております。 

 ついては、これまで各委員から提起された

要望、提案等の中から、執行部において取組

の進んだ項目について、私と副委員長で取組

の成果案を取りまとめた上で、２月定例会の

委員会で委員の皆様へお示しし、審議してい

ただきたいと考えておりますが、よろしいで

しょうか。 

   （「はい」と呼ぶ者あり) 

○中村亮彦委員長 それでは、そのようにさ

せていただきます。 

 最後に、その他で委員から何かございませ
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んか。 

 

○橋口海平委員 前回の委員会で台湾事務所

設置の件をちょっと聞きました。その前も内

野先生が一般質問のほうで取り上げました。 

 前回ここで、現在調査中というような発言

があったんですが、今どのようになっている

か、お聞かせいただきたいと思います。 

 

○久原観光交流政策課長 観光交流政策課で

ございます。 

 台湾事務所についての検討の状況でござい

ます。 

 前回、他の自治体の設置の状況を調査して

おりますというようなお話をさせていただき

ました。 

 現在台湾に独自事務所を持つ自治体という

のは、自治体という意味では４つ、県レベル

ですと２つというような状況でございます。

静岡県と沖縄県ということでございます。そ

れぞれの設置に向けた経緯や形態、それから

成果などをちょっと聞き取りさせていただい

ております。 

 最初に設置された時代と、それから、ちょ

っとコロナの状況がございまして、今の活動

がなかなか把握できていないところ等もござ

いますが、引き続き、交流も活発化してきて

おりますので、そういった点も踏まえなが

ら、もう少し調査を深めていきたいというふ

うに思っております。 

 以上です。 

 

○橋口海平委員 調査を深めることというの

は大事だと思っているんですが、どこかでや

っぱり、つくりますか、つくりませんかとい

うのも、内野先生も本会議の中で言っており

ましたので、ぜひ、どこかでやっぱりその決

断、決断というか、あれなんですけれども、

ぜひそこまでやっていただきたいと思います

ので、お願いいたします。 

 以上です。 

 

○中村亮彦委員長 ほかに何かございません

か。 

 なければ、以上で本日の議題は全て終了し

ました。 

 最後に、その他のその他に入りますが、本

日は、３密を防ぐため、出席職員を限定して

おりますので、この場で回答できない場合

は、後日文書等で回答させていただくことと

しておりますので、御理解と御協力をお願い

いたします。 

 それでは、委員の先生方から何かございま

すか。 

   （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○中村亮彦委員長 なければ、以上で本日の

議題は終了しました。 

 最後に、要望書が２件提出されております

ので、参考として、お手元に写しを配付いた

しております。 

 それでは、これをもちまして第５回経済環

境常任委員会を閉会いたします。 

  午前11時53分閉会 
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